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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 公営住宅等整備事業 

地 区 名 清水
し み ず

住宅（北地区） 

事業箇所 東海市
とうかいし

荒尾町
あらおまち

水深
みずぶか

地内 

事業のあ

らまし 

 県営住宅は、低所得等の理由により住宅に困窮する者に対して、低廉な家賃で適正な水準の住

宅を提供し、社会福祉の増進に寄与するという福祉的目的を有する事業であり、民間では事業と

して採算が合わない低所得者向けの住宅を提供する市場補完的な役割を担っている。 

 公営住宅等整備事業は、愛知県営住宅長寿命化計画に基づいて、老朽化した住棟の建替を計画

的かつ効率的に進めている。 

県営清水住宅は、東海市の東部に位置し、公営住宅法に基づき、愛知県が 1972年度～1973年度

に建設した住宅団地であり、近年は老朽化が進み、生活様式の変化等から居住面積が狭小となっ

ていた。 

 本事業では、この目的を踏まえた上で、県営住宅の整備の促進、居住環境の改善、再入居の保

障の観点から、老朽・狭小化した県営住宅の建替えを行ったものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 ①県営住宅の整備の促進、②居住環境の改善、③再入居の保障 

【副次目標】（事前評価時に設定した場合、記載する） 

 特になし 

事 業 費 
事業費 内訳 

29.8億円 ■工事費（除却費含む）28.8億円、■その他（調査設計費）1.0億円 

事業期間 採択年度 2009年度 着工年度 2009年度 完成年度 2018年度 

事業内容 
事業前：耐火構造 4，5階建  7棟 272戸 1969，1970年度建設 

事業後：耐火構造 8，10階建 3棟 231戸 着工 2009～2016年度、竣工 2011～2018年度 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

①県営住宅の整備の促進（目標達成） 

県営住宅は、愛知県営住宅長寿命化計画に基づいて、老朽化した住棟の建替を計画的か

つ効果的に進めており、清水住宅（北地区）の建替事業の実施により、老朽化した建物を

更新し、住宅に困窮する低額所得者等のための低廉な家賃で良質な住宅の整備を促進した。 

  また、建替により耐震性が向上し、地震に対してより安全な住宅を供給した。 

 

②居住環境の改善（目標達成） 

  老朽化した住宅を更新し、民間の住宅市場における適正な水準の居住環境に改善した。 

（１）適切な居住面積の確保（最低居住面積水準以上） 

従前住戸 建替後住戸 最低居住 

面積水準 型式 面積 型式 面積 

3DK 43.3㎡ 2DK 52.3㎡～53.1㎡ 居住人数×10 

＋10㎡ 3K 46.6㎡ 3DK 64.8㎡～64.9㎡ 

 

（２）バリアフリー化 

高齢者や身体障害者等が安心・安全に居住できるように住戸内・共用部・屋外のバ

リアフリー化の整備を行った。 

 

（別紙３） 
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   ［住戸内］ 

     玄関の段差解消、玄関扉のレバーハンドル化、手摺、スイッチの大型化等、高齢

者等が使いやすいバリアフリー仕様とすることに加え、高齢者対応の風呂設備、台

所・風呂・洗面への３点給湯設備等により、居住環境が改善された。 

 

   ［共用部・住戸外］ 

エレベーターや屋外スロープの設置、通路・共用階段に手摺を設置するなど、高

齢者等に配慮した、誰もが使いやすい住宅となった。 

 

（３）その他 

ア．緊急時通報設備の設置 

浴室・便所等に緊急時押しボタンを設置し、住宅外に危機を通報 

   イ．省エネ化 

     外壁・屋根等の外皮の断熱性を確保するとともに、高効率給湯設備を採用 

   ウ．駐車場の整備 

建替新住宅全体戸数に対して設置率 100％を確保 

   エ．緑化 

敷地周囲に緑地を設け、周辺環境との調和を図る。 

 

③再入居の保障 

  事業採択時における再入居を保障すべき従前入居者 226戸すべての再入居状況を確認。 

再入居先については、入居者の希望を確認し、建替後の新棟の場合は抽選による住戸決

定、団地内の既存住棟や団地外の県営住宅の場合は希望する住戸の斡旋を行っている。 

  移転の内訳については、建替後新棟が 147戸、清水住宅内の既存住棟が 18戸、清水住宅

外が 50戸（県営住宅 14戸、民間住宅 36戸）、その他 11戸であり、目標を達成。 

 

【達成状況に対する評価】 

 事業目標を達成しており適切である。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 ― 

【達成状況に対する評価】 

 ― 

②
事
業
効
果
の
発
現
状
況 

 

【費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化】 

 事業採択時 実績 備考 

事業期間 2009～2017年度 2009～2018年度  

事業費 

（億円） 

調査設計費 1.1 1.0  

工事費 29.3 28.8  

合計 30.4 29.8  

効果の 

算定 

要因 

①県営住宅の整備の促進 

下記【効果の算定要因に対する評価】のとおり 
②居住環境の改善 

③再入居の保障 

追加 公募状況 

 

【事業期間に対する評価】 

 事業計画どおり実施できた。 
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【事業費に対する評価】 

 事業採択時の想定事業費内で、事業を実施できた。 

 事業内容 事業採択時 実績 

除却 耐火構造 4，5階建 

7棟 272戸 

耐火構造 4，5階建 

7棟 272戸 

建設 耐火構造 8，10階建 

3棟 231戸 

耐火構造 8，10階建 

3棟 231戸 

 

【効果の算定要因に対する評価】 

○福祉的役割 

  住宅困窮者が居住している老朽化した住棟の建替であり、入居者の再入居を保障するも

のである。 

  老朽化した住棟を建替えることにより、福祉的役割である低額所得者等に対する低廉な

家賃での良質な住宅の供給が実現できた。 

 

○安全性確保役割 

  従前の住棟は、1980年以前の旧耐震基準により、建設された住棟であり、築 50年以上を

経過した老朽化した建物である。 

  これらを現行の耐震基準で建替え、居住者の安全性を確保した。 

 

○居住水準向上効果 

低所得等の理由により住宅に困窮する者に対して、面積・設備等の品質・機能や火災・

地震等の非常時の耐震性・耐火性について一定の水準を満たした住宅を供給していること

は、居住者にとって一定の物理的便益を与えていると考えられる。 

また、老朽化した住棟は、エレベーターが設置されていないなど、バリアフリー化され

ていない。また、住戸に関しても最低居住面積水準未満の住戸があることや風呂設備の設

置がされていないなど、現行の最低限満たすべき水準となっていない。 

建替事業により、これらが解消されることで居住水準が適正な水準まで向上した。 

 

○地域波及効果 

  児童遊園等の整備等を行い、地域住民との交流の場として活用されることで、良好な地

域社会の形成が図られている。 

  また、緑地整備により、地域の景観の向上に貢献している。 

   

○政策誘導効果 

  高齢者や身体障害者等が安心・安全に居住できるようバリアフリー化や、手すりの設置、

緊急通報設備の設置等は、高齢社会における住宅政策として重要なものである。 

公営住宅が先導的に住宅における高齢化社会対応政策の一般化に貢献することは、一定の

政策誘導効果があるものと考えられる。 

 

追加効果 入居状況 

時点等 状況等 備考 

2023.11 時点の

入居状況 
入居率 91.8％（212/231戸）  

 現在の入居状況から、今回の事業は根強い需要があるものと考えられる。 

 

③事業実施に

よる環境の変

化 

 

 周辺地域に与えた大きなマイナス影響なし。 
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Ⅲ 対応方針（案） 

今後の事後評

価の必要性 

 主要目標①～③は全て達成されており、合わせて追加効果が発現されており、今後の事後

評価は必要ない。 

改善措置の必

要性 

 主要目標①～③は全て達成されており、あわせて追加効果が発現されている。現在の入居

状況より、今回事業には根強い需要があると考えられ、改善の必要はない。 

同種事業に反

映すべき事項 

 県営住宅の老朽化が進んでおり、今回事業のような建替の一層の推進が求められているが、

一方で県の財政状況は厳しく、予算に限りがあるため、住戸規模や建替後の戸数の精査等の

工夫により一層の事業効率化を図る。 

Ⅳ 事業評価監視委員会の意見 

 

清水住宅（北地区）の対応方針（案）［改善措置等必要なし］を了承する。 

 

Ⅴ 対応方針 

 

改善措置等必要なし 

 

 


